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１ 計画策定の背景及び目的 

（１）背景 

アライグマは北中米が原産地であり、1970年代後半からペットなどとして大量に輸入

されたが、成長すると粗暴になる傾向があることから遺棄されたり、飼育施設から逃亡

したりすることにより野生化し、高い環境適応力と繁殖力を備えていることや、日本に

は強力な捕食者や競争者となる生物がいないことから、急速に個体数を増加させ定着地

域を拡大させた。 

本県では、平成17年の「特定外来生物による生態系被害の防止に関する法律（平成16

年法律第78号。以下「外来生物法」という。）」の施行を受け実施した特定外来生物概

況調査（平成18年度）において、南相馬市原町区といわき市の２市で生息について記録

が確認された。その後、拡散防止の注意喚起や、人家の屋根裏に侵入して糞尿被害等を

発生させた個体の有害捕獲等による防除対応を実施してきたところである。 

しかしながら、平成26年度アライグマ生息状況調査を実施した結果、生息が確認され

た地域、または生息の疑いが強い地域が合わせて２９市町村に拡大していることが判明

した。令和２年度に行った市町村へのアンケート調査により生活環境被害に加え、農業

被害や、サンショウウオやモリアオガエルの殺傷、捕食等の希少種への影響を含めた生

態系被害が確認されており、捕獲実績の情報もあわせると、生息が確認される地域、又

は生息の疑いが強い地域あわせて４７市町村に拡大している。 

 

（２）目的 

   生活環境被害および農業被害の抑制と生物多様性の保全に資するため、県、市町村、

関係機関並びに地域住民が連携し、効果的で継続的な防除を実施する。 

   個体数低減を短期的目標とするが、最終的には完全排除とする。 

 

２ 特定外来生物の種類 

  アライグマ（学名：Procyon lotor） 

 

３ 防除を行う区域 

  福島県全域 

※生息確認地区が県内広く分布しているため、県内全域を防除対象とする。 

 

４ 防除を行う期間 

令和３年 ４月 １日 から 令和１３年 ３月３１日まで 
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５ 現状について 

（１） 生息状況 

生息状況調査（H26：カメラトラップ及び捕獲調査）により把握できた県内における 

アライグマ分布状況は、図－１のとおりである。 

平成１８年、２５年度の調査当時から生息が確認されていた相双地区を中心に生息

域の拡大傾向が認められ、東日本大震災の津波被災や原子力事故の影響により社会活

動が低下していることも生息地拡大を加速させている一要因であると考えられる。 

 ただし、データが不足しており個体数の推定を行う事が出来ていないため、捕獲個

体情報の収集と共に、調査の実施による状況の把握に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 

赤：アライグマの捕獲実績のある市町村（H22.4～R2.12） 

黄：痕跡が確認された市町村 

（H26 年度アライグマ生息状況調査） 

緑：目撃情報がある市町村 

（H26 年度アライグマ生息状況調査のみ） 

青：目撃情報がある市町村 

（R2 年度アンケート調査） 

（H26年度アライグマ生息状況調査より） 

赤：アライグマの生息が断定出来る市町村 

黄：生息痕が確認された市町村 

緑：目撃情報のみの市町村 
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（２） 被害状況 

① 生態系被害 

雑食性であり、環境に応じて様々な餌を食べ、果実、木の実、野菜、小型哺乳類、 

鳥類（卵と雛）、は虫類、両生類、魚類、甲殻類等、多種多様に及ぶ。特に水辺環 

境を好んで餌場とする傾向があり、サンショウウオやモリアオガエル等の希少動植

物が捕食されるなどの被害が確認されている。 

② 生活被害 

家屋の屋根裏、小屋、廃屋に入り込み糞尿被害等を発生させている。特に原子力 

事故に伴う警戒区域等においてはその被害が顕著であり、今後、帰還を含めた復興

への影響が懸念される。また、ペット用の餌や家畜用飼料を狙い家屋に侵入するな

どの被害が確認されている。 

③ 農作物被害 

農作物被害としては、これまで福島市、白河市、南相馬市において報告されてい 

る。（表－１参照）ただし、報告されていない地域においても、アライグマによる 

被害として認識されていない可能性もあり、潜在的被害があるものと考えられる。 

④ 文化財被害 

その多くが文化財に指定されている社寺仏閣は、人家と比較すると人の気配も少 

なく、屋根裏等へ侵入し易いため、爪痕による損傷や糞害の影響が懸念されている。 

表－１ アライグマ農作物被害等推移 （農被害：環境保全農業課より、捕獲：自然保護課より）  

年度 

平成

20 年 

以前 

平成

21 年 

平成

22 年 

平成

23 年 

平成

24 年 

平成

25 年 

平成

26 年 

平成

27 年 

平成

28 年 

平成

29 年 

平成

30 年 

令和 

元年 

農作物被害 

（千円） 
－ 4 89 2 2 － － － － 6 2 － 

有害捕獲等 

（頭数） 
－ 2 8 － 6 22 77 94 549 1,027 1,236 887 

 

６ 防除の方法 

（１） 実施体制 

防除は、県と市町村が連携し、関係団体、地域住民等の協力を得ながら実施する。 

   県は、生息状況調査、科学的データの蓄積・分析、防除実施計画の管理、市町村取組

に対する支援及び普及啓発を実施。市町村は、防除従事者と連携を図り、関係者の合

意形成、アライグマの捕獲、運搬・処分及び普及啓発を実施する。(表－２参照) 

（２） 捕獲の方法 

原則として、次の方法により捕獲する。 
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① 使用する捕獲用具 

箱わなとする。なお、わなには別記様式１のわな標識を装着する。また、必要に

応じて危険表示板等も設置する。 

② 誘引餌 

揚げパン類、菓子類（スナック菓子、マシュマロほか）、ドッグフードなど 

③ 見回り 

わなの設置状況を１日１回以上巡視する。 

④ 捕獲個体の取扱 

捕獲した場合は、動物福祉及び公衆衛生に配慮し「動物の殺処分方法に関する指 

針」（平成7年7月4日総理府告示第40号）に基づき二酸化炭素法による殺処分を標準

とする。捕獲場所において処分が出来ない場合は、処分可能な場所まで搬送して処

分を行うものとする。なお、搬送時は、箱わな等運搬箱の施錠を徹底するなど捕獲

個体の逸出を防止するものとする。 

また、殺処分後は、一般廃棄物として適切に処理する。 

 

なお、捕獲個体について、学術研究、展示、教育その他公益上の必要があると認

められる目的で譲り受ける旨の求めがあった場合は、捕獲等の実施主体となった県

又は市町村は、外来生物法第５条第１項に基づく飼養等の許可を得ている者又は同

法第４条第２号の規定に基づいて特定外来生物を適法に取り扱うことができる者に

譲り渡すことができるものとする。 

上記譲渡しのうち「展示目的」及び「その他公益上の必要があると認められる目

的」で行うものについては、次の要件を満たす場合に譲渡しを行うことができるこ

ととする。 

【譲渡しの要件（展示目的）】 

① 動物の愛護及び管理に関する法律第１０条第１項に基づく第一種動物取扱業の登

録を受けていること。 

② 同法第２４条の２の２に基づく第二種動物取扱業の届出を行っていること。 

  ③ 業内容が②の届出の範囲であり、かつ、取り扱う数が十頭未満であること。 

【譲渡しの要件（その他公益上の必要があると認められる目的）】 

① 外来生物法の規定に基づく引取飼養等に係る許可を受けていること 

② 捕獲個体を一定数収容できること 

③ 捕獲個体を県又は市町村から速やかに引き取りできること 

④ 不妊手術、マイクロチップの装着、感染症の予防の措置を実施すること 

ア 不妊手術を実施した後も複数頭が接触できない状態で飼養すること 

イ 定期的に獣医師に受診のうえ、繁殖状態を確認すること 
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⑤ 譲り受け等の状況を記録し保管するとともに、継続的な情報収集・情報提供を行

い、県に飼養状況について報告すること 

 

（３） 在来動物への配慮 

① 在来野生鳥獣の繁殖に支障がある期間及び区域においては、錯誤捕獲を避けるよ 

う配慮する。なお、アライグマは夜行性の傾向が強いため、昼間は箱わなを閉じる

ことが、捕獲効率を保ちながら錯誤捕獲の発生頻度を抑える手法として効果的であ

る。 

② 特に（２）②以外の餌を使用する場合においては、他の鳥獣を誘引し、結果とし

て当該鳥獣による被害発生を誘発させることのないよう一層の配慮のうえ実施す

る。 

③ アライグマ以外の動物が捕獲された場合には、速やかに放逐する。ただし、犬及 

び負傷した猫が捕獲された場合には、所在地を管轄する動物愛護センター、動物愛

護センター会津支所又は動物愛護センター相双支所へ通報すること。 

（なお、アメリカミンクが捕獲された場合については、別途定める防除実施計画に

より適切に処分する。） 

 

（４） 防除従事者 

① 防除従事者は、原則として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法 

律（平成14年法律第88号）(以下、鳥獣法)に基づく「わな猟免許」を有するものと

する。 

ただし、県又は防除を実施する市町村が技術講習会（※）を開催し、これを受講

した者が、適切かつ安全に防除を実施することが出来る知識及び技術を習得した場

合は「わな猟免許」を有しない者を防除従事者とすることができる。 

（※）技術講習会とは、鳥獣法における狩猟制度に関する基礎的な知識のほか、環

境省作成「アライグマ防除の手引き（計画的な防除の進め方）」の内容（特

に3-3 防除の実施を重点的とする。）について、「わな猟免許」を所持する

者が講師となり実施するものをいう。 

② 防除を実施する市町村は、別記様式２により防除従事者台帳を作成するとともに、 

防除実施者に対して防除の内容を具体的に指導する。また、防除従事者台帳は記載

内容に変更が生じた場合、更新する。 

なお、防除従事者台帳を作成又は更新した場合は、速やかに県へ報告すること。 

③ 防除を実施する市町村は、防除従事者台帳に登録した者に対して別記様式３によ 

り防除従事者証を交付する。 

④ 防除従事者は、防除を実施する際は防除従事者証を携帯し、地域住民に説明を求 
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められた場合には、防除の趣旨等について説明するように努める。 

⑤ 防除従事者は、従事者台帳登録を抹消された場合、遅滞なく従事者証を返戻する。 

（５） 事故の発生防止 

捕獲されたアライグマは興奮状態にあり大変危険な場合があること、また、感染症 

を媒介する可能性やアライグマ回虫等の寄生虫を保有する可能性があることから、手

袋等を使用し直接の接触を避けるなど、取り扱いには十分注意し、万一、事故等があ

った場合には、速やかに適切な措置を講じることとする。 

（６）モニタリング 

   市町村は、目撃、生息、被害、捕獲にかかる情報の把握に努め県へ報告する。県は、

報告を受けた情報等を収集して防除効果の点検と、隣県を含めて情報共有化をすると

ともに、その結果を防除実施計画に適切に反映していく。 

（７）緊急的な防除 

県または市町村は、人に危害を与えるおそれがあるなど緊急的な防除が必要となっ

た場合、関係機関と調整・連携の上、緊急的な防除を実施する。 

（８）法令遵守 

   防除の実施にあたっては、関係法令を遵守する。 

 

表－２ 福島県アライグマ防除実施計画の役割分担 

 捕獲等 被害予防 モニタリング 普及啓発等 

県 

○技術講習会の実施 

○捕獲技術の検証 

○関係機関と連絡調整 

○市町村へ捕獲わなの 

貸し出し 

○効果的被害予防の検討 

○関係機関との情報交換 

 

○生息状況調査 

○データの蓄積・分析 

○防除計画の管理 

○各情報の共有化 

○HP 等による情報発信 

○普及啓発資料提供 

○国、各自治体、専門家と

の情報交換 

○検討会等の開催 

市町村 

○技術講習会の実施 

○捕獲の実施 

○従事者登録・管理 

○捕獲個体の処理 

○従事者へ捕獲わなの 

貸し出し 

○地域住民への情報提供 

○地域住民への被害予防

対策の支援 

 

○目撃情報等の 

把握・提供 

○被害情報の 

把握・提供 

○普及啓発情報の発信 

○土地所有者等との合意

形成 

○地域の外来生物問題・

対策意識の醸成および

理解 

 

７ 関係者との調整等 

（１） 合意形成 

    防除を実施する市町村は住民と連携を図り、土地所有者や施設管理者等との合意形

成に努めるものとする。 
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（２） 普及啓発 

県および市町村は、地域住民及び関係機関等に対して防除実施に係る理解の増進を 

図るため、ホームページなどの広報媒体による普及啓発に努めるものとする。 

 

 

 

【 参考資料 】 

  千葉県（2008）「千葉県アライグマ防除実施計画」 

  栃木県（2012）「栃木県アライグマ防除実施計画」 

  茨城県（2011）「茨城県アライグマ防除実施計画」 

  北海道（2011）「北海道におけるアライグマ・カニクイアライグマ防除実施計画」 

  環境省（2014）「アライグマ防除の手引き（計画的な防除の進め方）」 

 

箱わな 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【最後に】 

今日のアライグマに関する問題の背景には、外見の愛らしさから安易に飼育したものの、

最後まで飼いきれず野外に捨てられたアライグマが野生繁殖したという、人間の極めて身

勝手な行動が存在する。この意味では、防除の対象とされるアライグマも被害者であると

いうことを、私たちは再認識しなければならない。 

現段階での防除作業をできる限り迅速に進めるとともに、再び不適切な行為により新た

な被害者を出さないよう、私たち自身が動物との接し方や飼育に関する正しい知識と道徳

を身につけることが、何より求められている。 

捕獲後に搬送する場合は、逸出防止のため確実に施錠する。 
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（様式３ 従事者証) 
 

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づく   

 アライグマ防除従事者証  

 
 

（○○市町村長）  印
 

  

 

従事者氏名 
  

  

  

 （従事者番号     ）   

 住     所     

 
防除の方法   

  
該 当 計 画 福島県アライグマ防除実施計画 

 計 画 期 間 令和１３年３月３１日まで   

       

（様式１ わな標識) 
  

       

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づく   

 アライグマの防除   

 実施主体 ○○○市町村 （○○○課）   

 従事者氏名     

 

従事者番号   

  従事者住所  

連絡先電話番号  

 該当する計画 
福島県アライグマ防除実施計画( ３北振第２８３０号確認  ) 

( 環東地野許第 2203301 号確認 ) 
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（様式２ 防除従事者台帳） 
 

 

 

 

       

 
福島県アライグマ防除実施計画に基づく従事者台帳 

 № 市町村 氏名 住所 区分 生年月日 

わな猟免許 従事者講習 

登録年月日 備考 

 
 番号 交付年月日 交付機関 受講年月日 実施主体 

 
1 ○○市 （記載例）  ○○○○ 一般住民 S50.1.1    H27.10.30 福島県 H27.11.1   

 
            

 
          

 
                        

        
  

    

 
                        

 
                        

              

              

 
                        

行政職員、一般住民、農業従事者、捕獲事業者 


